
 

 

 

 当院では「時間外対応加算1」の施設基準に係る届出を行い、 

 24時間体制で病状等急変時に電話での相談等を受ける体制ができて 

 います。 

 

 患者様の病状が診療時間外、休日に急変した場合などは、以下まで 

 ご連絡ください。 

 

 

 

 

 緊急病変時には標榜時間外（診療時間外）であっても、当院の電話 

番号（診察券にも記載）にご連絡ください。 

診療時間外・休日は、院長の携帯電話に転送されます。 

 留守番電話につながった場合には、お名前、ご用件、ご連絡先等を

お伝えください。留守番電話を確認次第、できる限り速やかにこち

らからご連絡します。 

 往診、在宅診療や学会等の状況によっては、速やかに電話連絡に対

応ができない場合があります。その際は時間をおいて再度ご連絡く

ださい。 

 ご相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診

療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等、必要な対応を致

します。 

 

このような取り組みから、再診時に時間外対応加算１（1回 5点）

を算定させていただきます。 

時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外の診療所

の体制に関する加算で、再診料を算定するすべての患者様が対象で

あり、日中の診療時間内に受診した場合にも算定するものです。 

 

ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

 

緊急時の連絡体制についてのご案内 

連 絡 先 ： 0898-32-2866 
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